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刈谷労働基準監督署からのお知らせ

　労働基準法や最低賃金法に定められた手続については、労働基準監督署の窓口にお越し
いただくことなく、電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請の利用が可能です。
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの方が利用される労働基準監督署の窓口
での届出・申請は避け、電子申請の利用を推奨します。
　電子申請が直ちに利用できない場合は郵送による届出・申請も可能です。

e-Gov 事前準備 検索

労基法等　電子 検索

検索先はこちら
○ 電子申請やその事前準備は、電子政府総合窓口「e-Gov（イーガブ）」にてご利用いただけます。

○ 労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホームページにマニュアル、解
　 説、関連通達等を掲載していますので、ご参照ください。

https://www.e-gov.go.jp/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000184033.html


